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・小学校に就学している児童の保護者が労働等により放課後の児童の保育を行えない場
合，適切な遊び及び生活の場を与えて、その健全な育成を図ることを目的としています

目的

・放課後の保育に欠けるおおむね10歳未満の就学児童（H27.4から小学校就学児童に対
象拡大）

対象

○児童福祉法第6条の3第2号

○社会福祉法第2条第3項第2号

○児童福祉施設の設備及び運営に関する基準

根拠法令

○厚生労働省（放課後児童健全育成事業）

※関連として文部科学省の「放課後子ども教室」があります。国は「放課後児童健全育成
事業」と「放課後子ども教室」の連携実施を放課後子どもプランとして推進しています。

所管

柏市こどもルームの歴史

昭和４７年４月　　柏市こどもルーム運営要綱を制定

　　　　　　　　　　　こどもルーム開設（豊四季，光ヶ丘，柏五小）

平成４年５月　　　柏市学童保育整備計画を策定

平成７年４月　　　こどもルーム条例制定（運営要綱の廃止）

平成９年６月　　　児童福祉法が改正され学童保育が「放課後児童健全育成事業」として

　　　　　　　　　　　法制化

平成１３年４月　　こどもルームの所管が教育委員会から児童家庭部に変更

平成２０年９月　　市内の学童保育が全て公設に

平成２６年４月　　富勢東小こどもルーム開設（こどもルーム設置数４０／４２）
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こどもルームの概要①



施設数（Ｈ26.4の見込数） 公立小学校４２校中４０校に設置（保育室数＝５４）

平成２５年４月の利用者数

（定員充足率）

定員２，３５０人に対して２，１０２人（約８９．４５％）

市内公立小学校の児童数に
占める割合（H25.4）

○全児童数合計２１，４４５人に対して２，１０２人（約９．８１％）

○１～３年生の合計１０，５９３人に対して１，９５２人（約１８．４３％）

○４～６年生の合計１０，８５２人に対して１５０人（約１．３８％）

障がい等のある児童 ○手帳所持者（療育，身体：３３人）

○手帳所持者以外で特別支援学級在籍の児童（１０人）

※利用者数の約２％

運営体制 ○学童保育の現場実施者である指導員は２８２人（常勤＝９７人，非常勤＝１８５人）
で，全て臨時職員

　平均年齢５２．７歳，平均勤続年数６．７年

※有資格者（小学校・幼稚園教諭，保育士等）は，その内８９人

施設・設備 ○１人あたりの保育室面積＝１．５７㎡（対定員），１．６９㎡（対実員）

○木造７ルーム，校舎内（余裕教室等）７ルーム，プレハブ建て２５ルーム

（３７保育室）

保育の内容 基本は集団保育（一部障がいや発達に課題のある児童は必要に応じて個別的対応
を実施）

保育料 １０，０００円／月（８月のみ１５，０００円／月）※減免制度有り
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施設数と定員数（各年度４月１日現在）
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＊法令（児童福祉法，柏市立こどもルーム条例）上の対象児童は小学校１～３年生ですが，上記は，申込
　　みのあった者の内，希望日に入所できなかった者を「待機児童」としてカウントしています。 5

利用者数（各年度４月１日現在）



対象児童 ■小学校に就学して
いる概ね１０歳未満の
児童

■小学校に就学している児
童

■現状において１～３
年生は待機無し。

■４年生以上は定員の
範囲内で対応（障がい
児等は優先入所）

従事する者

【従うべき基準】

■児童福祉施設の設
備及び運営に関する
基準第３８条に規定
する児童の遊びを指
導する者の資格を有
する者

■児童福祉施設の設備及
び運営に関する基準第３８
条第２項のいずれかに該
当する者で，所定の研修を
受講した者

■所定の研修は原則都道
府県が実施（委託も可）

■一定の経過措置の検討

■ガイドラインに同じ

■保育士若しくは教諭
資格者は約３２％

■無資格者は約２０％

員数

【従うべき基準】

■原則として児童数３
０名までは２人以上，
４０名までは３人以上
を配置

■常勤の選任指導員
を配置すること

■職員は２人以上配置す
ることとし，うち１人以上は
有資格者とすることが適当

■常勤：非常勤＝１：２

合計で約３００名弱

■指導員１人あたりの
児童数は概ね１１～１２
人程度

■全ルーム複数配置

項　　目 現行制度

（ガイドライン等）

新制度

（主なポイント）

柏市の現状

現行制度と子ども・子育て支援新制度による制度基準の比較①
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項　　目 現行制度

（ガイドライン等）

柏市の現状

児童の集団
規模

【参酌すべき
基準】

■概ね４０人程度
とすることが望まし
い

■最大で７０人ま
でとすること

■入所児童数が４０人
を超えるのは３２ルーム

■一保育室当たりの平
均児童数は約４２．８人

■明らかな超過ルーム
は２つ

施設･設備

【参酌すべき
基準】

①専用室・専
用スペース

■専用の部屋又は
専用のスペースを
確保

■児童一人当たり
概ね１．６５㎡以上
の面積を確保する
ことが望ましい

■定員に対する平均面
積は１．５７㎡／人

■実員に対する平均面
積は１．６９㎡／人

■実員ベースで基準に
満たないのは１７ルーム

■新基準の算定方法
出席率で割り返したも
のでは最低で約１．３２
㎡／人

新制度

（主なポイント）

■概ね４０人までとすることが適当

■４０人を超える場合は，複数のク
ラブに分割するか複数の集団に分
けて対応するよう努める

■児童数は毎日利用する児童の
人数に，一時的に利用する児童の
平均利用人数を加えた数で捉える
ことが適当

■生活の場としての機能が十分に
確保される場所

■事業の実施時間帯を通じて専用
で利用できることが適当

■児童一人当たり概ね１．６５㎡以
上の面積を確保することが望まし
い
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現行制度と子ども・子育て支援新制度による制度基準の比較②



項　　目 現行制度

（ガイドライン等）

柏市の現状

②静養スペー
ス

■子どもの体調が悪
いときなどに休息でき
る静養スペースを設け
ること

■何らかの確保が
あるのは２２ルーム

■内訳は専用のも
のが１３，兼用が９

開所日数

【参酌すべき基
準】

■就学日数や地域の
実情等を踏まえて年間
２５０日以上開所する
こと（国庫補助基準）

■日曜，祝日及び
年末年始を除き開
所（年間概ね２９０
日程度）

開所時間

【参酌すべき基
準】

■平日１日３時間以上，
休日１日８時間以上
（国庫補助基準）

■学校のある平日
１３：３０～１９：００

■土曜日

８：００～１８：３０

■夏休み等の平日

８：００～１９：００

新制度

（主なポイント）

■静養スペースを設けること
が適当

■年間２５０日以上を原則と
し地域の実情や保護者の就
労状況等を考慮して定める

■平日１日３時間以上，休
日１日８時間以上を原則とし，
地域の実情や保護者の就
労状況等を考慮して定める

■子ども・子育て支援事業
計画作成に当たって保護者
の希望等を勘案して開所時
間を設定する
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現行制度と子ども・子育て支援新制度による制度基準の比較③



項　　目 現行制度

（ガイドライン等）

新制度

（主なポイント）

市町村の関与（事業開
始の届出）

■開始後１ヶ月以内に届出 ■事業開始前に事前の届出

市町村による情報の収
集,提供

■必要な情報の提供 ■必要な情報の収集及び提供

費用負担割合 ■総事業費の１／２程度を保
護者負担　残りの１／２を国，
県，市で１／３ずつ負担

■基本は現行制度と同様

■質の改善にかかる費用は税制
抜本改革による財源確保を前提
（公費）

事業実施の促進 ■特段の定め無し ■公有財産（学校の余裕教室など）
の貸付等による事業の促進

［放課後児童クラブの基準に関する専門委員会について］
　放課後児童クラブの設備及び運営について，厚生労働省令で定める基準を踏
まえて市町村が条例で基準を定めることとされたことを受けて，基準の内容等につ
いて検討するため，社会保障審議会児童部会に「放課後児童クラブの基準に関する
専門委員会」が設置された。
　委員は学識経験者，自治体の担当者，事業者など１１名で構成。
　平成２５年５月からスタートし合計７回の会議や関係団体からのヒアリング等を
踏まえ，平成２５年１２月２５日に取りまとめた報告書を公表した。
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その他新制度による見直し事項


